
がまごおり 議会だより H30. 5

10

条
例
の
制
定
・
改
正

●
総
合
的
か
つ
計
画
的
な

　

空
き
家
等
対
策
の
実
施
へ

（
第
３
号
議
案
）

　

空
き
家
等
の
倒
壊
や
火
災
等

の
事
故
、
犯
罪
等
を
未
然
に
防

ぎ
、
良
好
な
生
活
環
境
の
保
全

と
安
全
・
安
心
な
ま
ち
づ
く
り

を
推
進
す
る
こ
と
を
目
的
に
、

本
市
で
は
空
き
家
等
適
正
管
理

条
例
が
県
内
で
最
も
早
く
、
平

成
25
年
10
月
１
日
に
施
行
さ
れ

ま
し
た
。

　

そ
の
後
、
全
国
的
に
も
問
題

化
し
た
適
切
な
管
理
が
行
わ
れ

て
い
な
い
空
き
家
等
に
対
応
す

る
た
め
、
27
年
５
月
26
日
に
空

家
等
対
策
の
推
進
に
関
す
る
特

別
措
置
法
が
施
行
さ
れ
ま
し
た
。

　

今
後
、
こ
の
法
に
基
づ
き
、

空
き
家
等
に
関
す
る
対
策
を
総

合
的
か
つ
計
画
的
に
実
施
す
る

た
め
の
基
本
的
な
方
針
等
を
定

め
る
空
家
等
対
策
計
画
を
作
成

し
、
そ
の
ま
ま
放
置
す
る
こ
と

が
不
適
切
な
空
き
家
等
に
対
す

る
措
置
の
方
針
な
ど
を
協
議
す

る
協
議
会
を
設
置
す
る
た
め
に

条
例
の
改
正
を
行
い
ま
す
。

●
総
務
委
員
会
で
の
主
な
質
疑

問　

市
民
か
ら
の
相
談
に
対
応

す
る
た
め
に
、
土
地
家
屋
調
査

士
等
と
協
定
を
結
ぶ
予
定
が
あ

る
か
。

答　

他
市
で
は
、
そ
う
い
っ
た

事
例
が
あ
り
、
本
市
に
お
い
て

も
、
今
後
検
討
し
て
い
き
た
い

と
考
え
て
い
ま
す
。

問　

市
が
利
用
す
る
こ
と
が
で

き
る
、
空
き
家
の
所
有
者
等
に

関
す
る
情
報
は
ど
う
い
っ
た
も

の
か
。

答　

税
や
登
記
に
関
す
る
情
報

を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

ま
た
、
電
気
、
水
道
等
の
使

用
状
況
を
、
事
業
者
等
に
問
い

合
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

●
ご
み
屋
敷
条
例
を
制
定

（
第
６
号
議
案
）

　

近
隣
住
民
か
ら
相
談
を
受
け

た
市
が
、
ご
み
屋
敷
の
現
場
を

確
認
し
、
必
要
な
情
報
の
収
集
、

立
ち
入
り
調
査
を
行
っ
た
上
で
、

地
域
や
関
係
機
関
等
と
連
携
し

つ
つ
、
福
祉
的
・
社
会
的
な
支

援
や
指
導
を
基
本
に
、
安
全
で

快
適
な
生
活
環
境
の
確
保
を
図

っ
て
い
き
ま
す
。

　

今
後
は
、
必
要
に
応
じ
て
居

住
者
等
に
代
わ
っ
て
市
が
措
置

を
行
う
代
執
行
や
、
近
隣
住
民

に
切
迫
し
た
危
険
が
あ
る
と
認

め
ら
れ
る
と
き
に
は
、
市
が
緊

急
安
全
措
置
を
実
施
で
き
る
よ

う
に
な
り
ま
す
。

●
経
済
委
員
会
で
の
主
な
質
疑

問　

本
条
例
に
よ
る
立
ち
入
り

調
査
は
、
住
居
不
可
侵
の
原
則

に
違
反
す
る
こ
と
に
な
ら
な
い

か
。

答　

不
必
要
・
過
剰
な
調
査
で

な
け
れ
ば
適
法
で
あ
り
、
住
居

不
可
侵
の
原
則
に
違
反
し
な
い

と
顧
問
弁
護
士
か
ら
見
解
を
得

て
い
ま
す
。

問　

所
有
者
の
意
思
に
反
し
て

堆
積
物
を
廃
棄
物
と
判
断
で
き

る
の
か
。

答　

所
有
者
の
意
思
に
加
え
、

堆
積
物
の
性
状
、
排
出
の
状
況
、

通
常
の
取
り
扱
い
形
態
、
取
引

価
値
の
有
無
な
ど
を
総
合
的
に

勘
案
し
て
判
断
し
ま
す
。

　

た
だ
し
、
堆
積
物
等
を
撤
去

す
る
場
合
に
は
、
必
要
に
応
じ

て
一
時
保
管
等
の
対
応
も
検
討

し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま

す
。

●
国
民
健
康
保
険
税
の

　

資
産
割
を
廃
止

（
第
11
号
議
案
）

　

県
が
策
定
し
た
愛
知
県
国
民

健
康
保
険
運
営
方
針
を
踏
ま
え
、

国
民
健
康
保
険
税
の
課
税
方
式

を
現
在
の
４
方
式
（
所
得
割
、

資
産
割
、
均
等
割
、
平
等
割
）

か
ら
資
産
割
を
廃
止
し
、
３
方

式
（
所
得
割
、
均
等
割
、
平
等

割
）
に
変
更
し
ま
す
。
資
産
割

の
廃
止
と
と
も
に
、
所
得
割
と

均
等
割
を
引
き
上
げ
る
税
率
等

の
改
定
を
行
い
ま
す
。
な
お
、

税
負
担
が
増
え
る
世
帯
に
対
す

る
激
変
緩
和
措
置
と
し
て
30
年

度
、
31
年
度
の
２
カ
年
で
段
階

的
に
改
定
を
行
い
ま
す
。

●
文
教
委
員
会
で
の
主
な
質
疑

問　

資
産
割
廃
止
の
影
響
額
は
。

答　

現
行
税
率
で
試
算
し
た
場

合
、
30
年
度
で
約
１
億
５
千
万

円
に
な
り
ま
す
。

●
本
会
議
で
の
主
な
論
点

賛
成　

税
率
は
適
正
で
あ
り
、

負
担
増
の
被
保
険
者
に
も
配
慮

さ
れ
て
い
て
妥
当
で
あ
る
。

反
対　

資
産
割
廃
止
分
を
一
般

会
計
か
ら
繰
り
入
れ
て
負
担
増

に
な
ら
な
い
よ
う
に
す
べ
き
だ
。

そ
の
他
の
議
案

●
監
査
委
員
の
選
任

（
第
14
号
議
案
）

　

委
員
大
岩
敏
郎
氏
の
任
期
が

平
成
30
年
５
月
８
日
に
満
了
す

る
た
め
、
永
川
貴
士
氏
を
委
員

と
し
て
選
任
す
る
こ
と
に
同
意

し
ま
し
た
。

●
教
育
委
員
会
教
育
長
の
任
命

（
第
15
号
議
案
）

　

教
育
委
員
会
委
員
（
教
育

長
）
葊
中
達
憲
氏
が
30
年
３
月

31
日
に
辞
任
す
る
た
め
、
大
原

義
文
氏
を
教
育
長
に
任
命
す
る

こ
と
に
同
意
し
ま
し
た
。
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